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新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ 理念 

 『仁』を基本理念とし、医療・福祉・保健・保育・教育の面から統合的に 

医療ｹｱｻｰﾋﾞｽを提供し、地域に根ざした医療福祉ｾﾝﾀｰを目指します 

 

福井総合病院 理念 

新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰの一環として  

急性期からﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝまで患者さま中心の医療ｻｰﾋﾞｽを提供します 

 

福井総合病院 基本方針 

1 患者さまの権利を尊重し、患者さまの立場に立った医療を提供します 

2 地域の医療機関・福祉機関と連携を密にし、地域社会に貢献します 

3 急性期・回復期・維持期までを視野に入れた包括的医療を提供します 

4 知識と技術の向上に努め、質の高い医療を提供します 

5 優しさとゆとりを持った職場作りをします 
 

福井総合病院ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
 

一般財団法人 新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ 

福井総合病院 

福井総合ｸﾘﾆｯｸ 

 

医療法人 新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ 

福井病院 

 

学校法人 新田塚学園 

福井医療大学 

 

社会福祉法人 白寿院 

新田塚ﾊｳｽ 

新田塚ﾊｲﾂ 

新田塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(休止中) 

新田塚訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

新田塚介護相談ｾﾝﾀｰ 

新田塚こども園 

 

福井ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 

 

臨床薬理ｾﾝﾀｰ 

 

福井県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ 

福井県高次能機能障害支援ｾﾝﾀｰ 

福井県ｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰ 

ほやねっと北(福井北包括支援ｾﾝﾀｰ) 
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患者様の権利に関する宣言 

 

当ｾﾝﾀｰでは医療の中心は、あくまでも患者さまであり、医療が患者さまと医

療関係者との信頼関係の上に成り立つものであることを関係者一同深く認識し、

ここに患者さまの 6つの権利を尊重することを宣言いたします 

 

1 個人として常にその人格・価値観などが尊重される権利 

ｾﾝﾀｰでは、個人の人格・価値観などを尊重し、医療従事者との相互信頼と相互協力

関係のもとに医療行為を受けることができるよう努めます 

 

2 安全で良質な医療を平等に受ける権利 

ｾﾝﾀｰでは、人権・身分・信条・性別・障害の有無などに関わらず、安全で良質な医

療を平等に提供するよう努めます 

 

3 十分な説明を受ける権利 

ｾﾝﾀｰでは、患者さまが受ける治療や検査の効果、またはそれに伴う危険性、他の

治療方法の有無などについて、患者さまが納得し理解できるまで、十分な説明と

情報の提供に努めます。また、別の医師の意見（ｾｶﾝﾄﾞ･ｵﾋﾟﾆｵﾝ）を求めたいとい

うご希望も尊重し、協力いたします 

 

4 自分が受ける医療に参加し自ら決定する権利 

ｾﾝﾀｰでは、治療計画を立てる過程に患者さま自らが参加して、意見を表明し、決

定できるよう努めます 

 

5 自分が受けている医療について知る権利 

ｾﾝﾀｰでは、患者さまが受ける治療方法について、自らの意思で選択する権利を保

障するために適切な医療情報が提供できるよう努めます 

 

6 個人の情報が守られる権利 

診療に関する個人情報は厳正に取り扱います 

 

患者さまへのお願い 

1．ご自身の体調に関する正しい情報を提供してください 

2．患者さまご自身が理解・納得できない部分は、当ｾﾝﾀｰ関係者に十分説明を求め

てください 

3．他の患者さまの診療に支障をきたすことのないよう、ご配慮ください 

 
2005 年 9月 6日 新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ 

福井総合病院 
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研究、教育機関としてのご理解とご協力のお願い 
 

新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ(以下、当ｾﾝﾀｰ)は、診療機関であることはもとより、医学・教育に関する

研究、教育機関としての側面も有しています。 

 

研究機関として 

当ｾﾝﾀｰでは、診療の過程で得られた症例や検査ﾃﾞｰﾀ等を、医学の発展その他の学問研究の

ために活用(利用)しています。例えば、定期的に検討会を行い、その経過と治療法について詳細な

分析を行っております。また、今後他の医療機関での治療においても有益、重要な情報をもたらす

と判断された場合には学会等の場で発表することもあります。学会等の場で発表するにあたっては、

受診者が特定されないよう匿名化するほか、受診者の皆様のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰにも十分に配慮いたしま

す。 

 

教育機関として 

当ｾﾝﾀｰでは、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ及び看護の医療大学を併設しています。教育の一環として、現場を

体験させ、医学的知識を深める為に病院実習を行っています。 

また、当ｾﾝﾀｰは臨床研修医を育てる病院でもあります。臨床研修医とは医師国家試験に合格し、

医師免許を有している経験の浅い医師のことをいいます。臨床研修医は、自己の経験を高め、技

術を磨く等のために、当ｾﾝﾀｰにおいて臨床研修を行っています。 以上の者は、一定の要件を満

たす指導者がその場に立ち会うと共に、習熟度に応じた必要かつ十分な指導・監督を行い、診療

に関与しています。 

 

以上、皆様におかれましては､当ｾﾝﾀｰが診療機関であると同時に、研究･教育機関でもあること

をご理解いただき、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。尚、皆様の個人情報の取り扱

いにつきましては、「個人情報保護に関する新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰの基本方針」に準じ、基本方針

の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱いません。 

上記に同意しがたいものがある時は、下記連絡先までその旨をお申し出ください。特段のお申し

出がないときは、ご同意いただいたものとして扱います。このお申し出は後に撤回･変更する事が

でき、研究協力の同意をしなくても、不利益を被ることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           連絡先：福井総合病院 医療福祉相談室 

(福井総合病院 1F 正面受付) 

      電話番号： 0776-59-1300（代表） 

      受付時間：月曜日～金曜日 8:30～17:15 

 

 

新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ 理事長 

2014.9.1 

新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰとは、次の施設のことをいいます 
 福井総合病院        福井総合ｸﾘﾆｯｸ  福井病院      福井医療大学 
 新田塚ﾊｳｽ        新田塚ﾊｲﾂ  新田塚こども園   新田塚介護相談ｾﾝﾀｰ 
 新田塚訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 福井北包括支援ｾﾝﾀｰ  福井メディカル 
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新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰにおける個人情報に関するお知らせ 
 

新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰの基本方針 

●個人情報に関する法令等の遵守 

個人情報保護に関する法律を遵守し、厳重な管理の下に利用者様の情報を取り扱います 

●個人情報の収集・利用・提供 

原則として①利用者様個人の医療・福祉・保育・教育、②新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ(以下、当ｾﾝﾀ

ｰ)の運営管理、③研修医や看護学生など各研修生の臨床教育に必要な範囲で利用者様の

個人情報を収集しています。必要な情報の範囲に関しましては、医学的、専門的判断が必要

な場合もありますので、疑問な点につきましてはいつでも説明に応じます 

   ［各専門分野の研究を目的として、利用者様の個人情報を収集・利用する場合があります。こ

の場合も、厳重に情報管理を行います。 また、それらの結果は、利用者様個人が特定できる

形で公表されることはありません］ 

●個人情報保護の継続的改善 

利用者様の個人情報を安全、適正に取り扱うために責任者をおき、内部規則等の整備・教育

研修・監査等を実施し、適正な取り扱いが行われるよう点検するとともに、個人情報保護の取

り組みを継続的に改善していきます 

●個人情報の適正管理 

利用者様の個人情報への不正ｱｸｾｽ、紛失、破壊、改ざん及び漏洩を防止し、安全で正確な

管理を行います 

●外部委託における個人情報の取り扱い 

業務の一部を外部の業者に委託する場合があります。 利用者様の個人情報をこれらの業

者等に提供する必要がある場合は、信頼のおける業者等を選択すると同時に、個人情報が

不適切に扱われないように契約書や確認書を交わしています 

●個人情報の開示・訂正・利用停止 

利用者様の要求に応じて、所定の手続きを経てご本人の診療情報または個人情報の開示・

訂正・利用停止を行います 

 

個人情報の利用目的 

当ｾﾝﾀｰは、下記の目的で医療個人情報を取り扱います。あらかじめご本人の同意を得ない

で、これらの目的の達成に必要な範囲を超えて医療個人情報を取り扱いません 

●患者さま等に対する医療ｻｰﾋﾞｽの提供 

●医療保険事務（審査支払機関に対するﾚｾﾌﾟﾄの提出、審査支払機関または保険者からの照

会に対する回答を含む。） 

●患者さま等に係る施設の管理運営業務 

●他の病院、診療所、助産所、医師、歯科医師、看護師その他医療従事者（以下、「医療機関等」

という。）との連携 

●他の医療機関等からの照会に対する回答 

●他の医療機関等の意見・助言を求める場合 

●検体その他の検査 

●患者さまの親族等への病状説明 
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●事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等に対するその結

果の通知 

●医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出

等 

●症例研究、その他医学の研究・教育・実習 

●患者さま等から届出のあった連絡先に電話をかけるなど、本人の同意を得るために必要な諸

作業 

●治験又は製造販売後臨床試験に関わる調査及び支援業務の委託 

付記 
患者さまは、利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あ

らかじめ本人の同意を得るよう当ｾﾝﾀｰに求めることができます。特段の申し出がない場合

は、公表された利用目的について患者さまの同意が得られたものとさせていただきます。な

お、この申し出は後に撤回・変更することができます 

 

安全管理措置 
当ｾﾝﾀｰは、取り扱う医療個人情報の漏えい、滅失または棄損の防止その他の医療個人情報

の安全管理のために必要かつ適切な組織的、人的、物理的ないし技術的な措置を講じます。 

 

診療記録等の開示・訂正等 
診療録等については、「新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰの基本方針」に従って、患者さま等に対して開

示（閲覧・謄写等）いたします。「新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰの基本方針」以外の医療個人情報に関し

て開示・訂正等について、お申し出を受けることができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のほか、当ｾﾝﾀｰにおける医療分野の個人情報の取り扱いに関し、ご不明な点、質問

等がございましたら下記の連絡先までお問い合わせください 
 

           連絡先  ：福井総合病院  医療福祉相談室 

(福井総合病院 1F 正面受付) 

      電話番号： 0776-59-1300（代表） 

      受付時間：月曜日～金曜日 8:30～17:15 

 

 

 

・当ｾﾝﾀｰでは、安全管理対策の一環として利用者様の取り違え防止のために、外来や諸検査、会計時等にお名前を呼んで確認いた

します。また、入院の際には、病室等にﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄを表示いたしますのでご協力をお願いします。利用者様でお名前を呼んでの確

認や、表示を拒否される場合はお申し出下さい。 

・当ｾﾝﾀｰでは利用者様の入院の有無について問い合わせがあった場合は、原則として返答いたします。また、面会申し込みの際

は、原則として入院の有無及びお部屋のご案内をいたします。もし外部よりの問い合わせ及び面会を拒否される場合は、お申し出

下さい 

 

 特にお申し出がない場合は利用者様の同意を得たものとしますのでご了承下さい 
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1.入院の手続き 
入院当日は、福井市江上町の福井総合病院 1階案内へお越しください 

⑴案内でご提出いただくもの 

□健康保険証・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ  □入院予約票  □入院証書   □入院履歴申告書 

□保険外負担に関する支払い同意書   □各検査及び手術等の同意書 □各種受給者証 

□限度額適用認定証(P11～P12)  □CS ｾｯﾄ申込書 

 

保険証に関して 

*保険証の有効期限や記載内容等に変更があった場合は、新しく交付を受けた保険証を 

1 階受付にご提出ください。また医療扶助・公費負担医療の申請をしている方や入院後

に適用を受けられた方もお知らせください 

*保険証は月に一度、必ず病棟事務にお見せください 

※入院の日時を変更される場合は、必ずお知らせください 

やむを得ず､入院日・来院時間・予約内容を変更されたい場合は早めにご連絡ください 

[連絡先] 福井総合病院 入院対応窓口 0776-59-1300 (内線 5116)  

[時 間] 月-金 8:30-17:15   
 

2.入院時に準備していただくもの 
⑴現在服用されているすべてのお薬(内服薬・注射薬・点眼薬・貼布薬・塗り薬等)と、 

薬の情報(お薬手帳・お薬の説明書など)を必ず持参してください 

⑵洗面用具…洗面器・歯ﾌﾞﾗｼ・歯磨き粉・くし・電動髭剃り(剃刀は禁)等 

⑶食事用具…はし・ｽﾌﾟｰﾝ・湯呑み・小型やかん（または保温水筒） 

⑷日用品…ﾃｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ(箱)・ﾀｵﾙ・ﾊﾞｽﾀｵﾙ・下着・内履き(転びにくい履物) 

注：(2)～⑷の中で CS ﾌﾟﾗﾝ申込にて準備できるものもありますので、CS ﾌﾟﾗﾝﾒﾆｭｰ表をご確認ください 

⑸紙おむつ…紙おむつの持ち込みは可能ですが、当院では入院ｾｯﾄ（CS ｾｯﾄ）紙おむつ 

ﾌﾟﾗﾝをお勧めしております。 

⑹病 衣…ご自身で準備される方はご持参ください。ご希望の方は CS ｾｯﾄをご利用頂けます。 

⑺その他 

*診療科によっては別にご用意していただく物もありますので、看護師にご確認ください 

*持ち物にはお名前をご記入ください 

⑻下記のものは持ち込まないで下さい 

*危険物(はさみ、刃物類)、*ﾀﾊﾞｺ･ﾗｲﾀｰ･ｱﾙｺｰﾙ類 

  はさみが必要なときは看護師にお申し出下さい 
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3.入院中の生活について 
⑴起床時間 6：30  面会終了時間 20:00  消灯時間 21：00 

 

⑵食事 

*入院中の食事時間は次の通りです。 朝食 7:30 昼食 12:00 夕食 18:00 

*ご入院の時間や外泊時の帰院時間によっては、食事をご用意できないことがありますの

でご注意ください 

*食事を中止される方は下記の時間までに看護師にお申し出ください。それ以降のお申し

出には対応できませんのでその分の食事代をいただきます。予めご了承ください 

［〆切時間］ 朝食 前日 16：00 昼食 当日 10：30  夕食 当日 16：00 

*食中毒防止のため、配膳後はなるべく早くお召し上がりください 

*主食の量の変更（大盛り・小盛り）、飲み物の変更(牛乳またはﾔｸﾙﾄなど)も可能です 

*入院中に個々の栄養および健康状態に基づいた栄養管理を行うために、管理栄養士が 

病室に伺っています。ご要望などお気軽にご相談ください 

*ｱﾚﾙｷﾞｰや体調により食べられない食材がある場合は、看護師に申し出てください 

 

⑶寝具 

ｼｰﾂの交換は、週 1 回行っています。汚染時にも交換致します 

 

⑷入浴 

入浴は主治医の許可が必要です。入浴場所･時間は、看護師にお尋ねください 

*患者さまの状態に合わせて幅広く対応できる設備をご用意しています 

 

⑸面会 

面会時間は 9：00 から 20：00 までです(病状によって面会禁止となる場合もあります) 

*上記以外の時間に面会を希望される方は、必ず看護師にお申し出ください 

*21：00 以降の患者さまへの電話はお取次ぎできませんので、ご了承ください 

*多人数･小さいお子様連れでの面会は、病気の感染の恐れや他の患者さまへの迷惑にな 

りますのでご遠慮ください 

 

⑹付き添いについて 

患者さまにご家族の付き添いは、基本的に必要ありません 

但し、ご病状によりご家族の方が付き添いを希望される場合は、主治医の許可が必要に

なりますので、看護師にお申し出ください 

*ご家族の付き添い寝具は有料にてご利用いただくことも出来ます 

[貸出申し込み時間] 月-金 8:30-17:15   （土・日･祝日は除く） 
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⑺外出・外泊 

外出・外泊をする場合は主治医への届出･許可が必要です 

*ご希望の方は、医師または看護師にお申し出ください 

*無断で外出・外泊をされた場合は退院して頂くこともありますので、ご注意ください 

 

⑻入院中の他医療機関の受診について 

入院中に他の医療機関への受診は原則出来ません。 

次のような場合も受診できません 

①持参薬が無くなったので、本人または家族が他の医療機関に薬を取りに行く 

②他の医療機関の予約が入っているため受診する 

③入院している診療科とは別の診療科に受診する 

 

⑼病室について 

例:1 泊 2 日、3,300 円の個室に入院の場合 2(日数)×3,300 円＝6,600 円（税込み） 

*当院は二次救急指定病院です。緊急で入院される方がいらっしゃるため、ご要望のお部屋を用

意しておくことが困難な場合もありますので、予めご了承ください。 

*病状に応じて、入院中数回にわたり病室や病棟の変更をお願いする場合があります 

退院間近でも例外ではありません。ご協力お願いいたします 

*冷蔵庫はﾗｳﾝｼﾞにございます。1 日 110 円で利用になれますので、事務員もしくは看護師にお申

し出ください（税込み） 

※1 特室以外のﾃﾚﾋﾞは有料です。ﾃﾚﾋﾞｶｰﾄﾞ(1 枚 1,000 円)が必要です。ﾃﾚﾋﾞｶｰﾄﾞの販売機・精算機に関しては 

14 ﾍﾟｰｼﾞをご参照ください。尚、ﾃﾚﾋﾞをご視聴の際はｲﾔﾎﾝをご使用ください。ｲﾔﾎﾝは売店でご購入いただけます。 

※2 全病室内・ｻﾛﾝで Wifi がご利用できます。特室 A では有線でのｲﾝﾀｰﾈｯﾄのご利用ができます。 

  

料 

金 

施設状況 設備の内容 

室 

名 

バ 

ス 

シ
□
ワ
□ 

ト
イ
レ 

洗
面
所 

電
話 

テ
レ
ビ 

冷
蔵
庫 

電
動
ベ
□
ト 

ロ
□
カ
□ 

床
頭
台 

ソ
フ
□
□ 

サ
イ
ド
テ
□
ブ
ル 

流
し
台 

イ
ン
タ
□
ネ
□
ト(Wifi) 

特室 A 11,000 円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 
○ 

※2 

特室 B 8,800 円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

特室 C 6,600 円  ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○  ○ 

個 室 3,300 円    ○  
○ 

※1 
 ○  ○  ○  ○ 

2 人部屋 

(B 病棟) 
1,100 円    ○  

○ 

※1 
 ○  ○  ○  ○ 

4 人部屋 無 料    ○  
○ 

※1 
 ○  ○  ○  ○ 
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⑽電気器具の使用について 

原則として、電気器具の持込はご遠慮ください 

*ﾃﾚﾋﾞは病室に設置されていますので持込はご遠慮ください 

 

⑾貴重品 

貴重品の持参はご遠慮ください。やむを得ず持参される場合は、患者さまの自己管理とな

りますので、備え付けの鍵付きの引き出しをご利用下さい。鍵はご自分で管理していただ

き、病室を離れる時は必ず携行して下さい。退院時には元の位置にお戻しください 

万が一、盗難・紛失が起きましても当院は一切の責任を負いかねます 

 

⑿携帯電話 

携帯電話は、他の患者さんの迷惑にならないようﾏﾅｰﾓｰﾄﾞに設定し、出来る限りﾗｳﾝｼﾞでご

使用ください。消灯後のご使用はお控え下さい  

病室・ﾘｶﾊﾞﾘｰ室での通話はご遠慮下さい。 

 

⒀転倒･転落について 

入院中は環境変化や、治療の影響で体力低下が起こり思わぬ転倒･転落が起きることがあ

ります。安全な入院生活を送るために下記のことを守ってください 

*ｽﾘｯﾊﾟやｻﾝﾀﾞﾙはやめましょう 

*手すりや杖を利用しましょう 

*ﾍﾞｯﾄﾞからの起き上がり、夜のﾄｲﾚは足元に注意してください 

*足元がふらつく作用がある薬を飲んでいる場合は特に注意しましょう 

*歩行が不安なときは、医師･看護師に遠慮なく相談しましょう 

 

⒁その他 

*入院患者さまは駐車場のご利用をお控えください。やむを得ず駐車する場合は、許可証

が必要となります。許可証は入院説明時にお渡しいたします 

*当院は全敷地内禁煙です 

*当院は賭け事・飲酒は禁止です。 

ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ飲料は、患者さまの飲酒に対する気持ちを助長する恐れがあることなどの理由

により、禁止とさせて頂きます 

*当院では診療情報の開示（ｶﾙﾃ開示）を行っております。ご自身の診療内容や検査の結

果・処置について知りたい場合は、遠慮なく主治医または看護師にお申し出ください 

*当院は医療福祉系の学生の実習施設となっております 

*病院の設備･機器等を破損･紛失した場合は修理代金実費相当分を

弁償していただきます(例：床頭台の鍵の紛失は盗難防止のため 

ｼﾘﾝﾀﾞｰごと交換のため\2,200 徴収させていただきます) 

患者さまからのお心づけは固くお断りしております 
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4.患者さまの入院についてのお問合せ 

患者さまの入院について、「入院していますか」あるいは「面会したいのですが病室を教

えてください」などの問い合わせがあっても、患者さんのﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護のため、入院照会

を拒否することができます。ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護をご希望の方は看護師にお申し出ください  

※入院照会を拒否されますと、問い合わせがあった場合、たとえ近親者の方であっても 

「入院名簿に名前がございません」と対応させていただきますのでご了承ください 

 

5.患者相談窓口について 
様々なご相談に対応する窓口を設置しています 

*病気に関する疑問、療養生活及び入院上の疑問、不安など 

*経済的なご不安、ご心配など 

*退院後のご不安、ご心配など 

お気軽にご相談ください 

 

[時間] 平日 8：30～17：15 

[場所] 1 階受付 相談窓口 

 

6.入院の費用 
当院は「DPC 対象病院」です。DPC とは入院中の主病名や診断内容に応じて、厚生労働省

が 定 め た 1 日 当 た り の 定 額 の 点 数 ( 包 括 ) で 入 院 診 療 費 を 計 算 し ま す         

（回復期・地域包括ｹｱ病棟、歯科入院は対象外です） 

詳しいことをお知りになりたい方は、病棟事務員にお尋ねください 

 

⑴同一の疾病または負傷により当院または他病院を含めた入院期間（DPC による入院期間を

除く）が 180 日を超えた場合は、入院基本料のうち一部が医療保険から給付されず、患

者さまに負担して頂くことになります。但し、病態等により適用除外となる場合があり

ます。該当する患者さまには事前にご案内させていただきます 

 

⑵一部自己負担額については、従来の医療保険の定率負担（1～3 割）の他に、入院基本料

の一部を負担していただくことになります 

 

⑶高額療養費制度について 

高額医療制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上

限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決ま

っています。 
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当院では、ｵﾝﾗｲﾝ資格確認ｼｽﾃﾑが導入されており、「限度額適用認定書」がなくても 

限度額情報の確認ができます。 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞまたは健康保険証のご提示の際に、限度額情報の確認をしてほしいと申し出て

ください。 

※同意を得られない場合は、引き続き「限度額適用認定書」の申請が必要となります。 

〈 70 歳未満の方 〉 

 所得の区分 ひと月あたりの自己負担限度額 3 月以上ご負担

いただいた方 

区分ア 標準報酬月額 

（83 万円以上の方） 

252,600 円＋（医療費-842,000 円）×1% 140,100 円 

区分イ 標準報酬月額 

（53～79 万円の方） 

167,400 円＋（医療費-558,000 円）×1% 93,000 円 

区分ウ 標準報酬月額 

（28～50 万円の方） 

80,100 円＋（医療費-267,000 円）×1% 44,400 円 

区分エ 標準報酬月額 

（26 万円以下の方） 

57,600 円 44,400 円 

区分オ 低所得者 35,400 円 24,600 円 

 

〈 70 歳以上の方 〉 

 所得の区分 ひと月あたりの自己負担限度額 3 月以上ご負担 

いただいた方 

現役並みⅢ 標準報酬月額 

(83 万円以上の方) 

252,600 円＋（医療費-842,000 円）×1% 

＊「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります 

140,100 円 

現役並みⅡ 標準報酬月額 

(53～79 万円の方) 

167,400 円＋（医療費-558,000 円）×1% 

＊「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります 

93,000 円 

現役並みⅠ 標準報酬月額 

(28～50 万円の方) 

80,100 円＋（医療費-267,000 円）×1% 

＊「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります 

44,400 円 

一般 (現役並み・低所得者

以外の方) 

57,600 円 

＊「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります 

44,400 円 

低所得者Ⅱ (被保険者が市区町村

民税の非課税者等） 

24,600 円 *「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です  

低所得者Ⅰ (所得が一定基準以

下) 

15,000 円 *「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です  

食事代 

一般所得者 1 食 510 円 

低所得者Ⅱ(直近 1年間の入院日数 90 日以内) 1 食 240 円 

低所得者Ⅱ(直近 1年間の入院日数 90 日超え) 1 食 190 円 

低所得者Ⅰ(老齢福祉年金を受給している場合) 1 食 110 円 
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7.入院費の支払いについて 
入院費用は毎月 1 日から月末までの分を、翌月 10 日に 

請求させて頂きます 

*請求書は、10 日以降に 1階会計に準備しておきます 

1 階の会計窓口にて 7日以内にお支払いください 

（患者様本人がお支払いの場合は、本人にお渡し 

  します。お申し出ください） 

*毎月必ずお支払下さい 

ご不明な点がございましたら、病棟事務職員までご連絡ください 

   

8.退院の手続きについて 
主治医から退院許可が出ましたら、病棟看護長もしくは看護師が退院の日程調整に伺い

ます 

⑴退院前に入院費用の概算をお知らせすることが可能です。ご希望の方は病棟事務員にお

申し出ください 

⑵退院当日に請求書をお渡しします。1 階の会計窓口にてお支払いください 

⑶お支払い後にお渡しする退院精算書を病棟事務員にご提出ください。精算後、病棟看護

師より次回受診予約票・お薬や退院証明書をお渡ししますのでご確認ください 

⑷診断書･入院証明書等を依頼された方は退院後、福井総合病院または福井総合ｸﾘﾆｯｸに書

類の完成を電話でご確認の上、お越しいただき会計窓口にてお受け取りください 

（書類の作成には 1～2 週間かかります。また書類には費用が発生いたします） 

 

9.防災について 
火災・地震の発生に備えて、入院時に必ず非常口の確認をお願いします 

 

⑴火災発生時 

①万が一、火災を発見したときは、大声で近くの方や職員にお知らせください 

②落ち着いて、職員の誘導に従ってください(ﾀｵﾙを用意しておきましょう) 

③ｴﾚﾍﾞｰﾀｰは危険ですので使用しないでください 
 

⑵地震発生時 

①落ち着いて、職員の誘導に従ってください 

②窓ｶﾞﾗｽ付近や落下物が予想される場所から離れてください 

③壁や柱の近くに身を寄せ、しゃがみこみ頭を保護してください 

④ｴﾚﾍﾞｰﾀｰは危険ですので使用しないでください 

 

お支払いにはﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞ、または 

下記のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞがご利用頂けます 

VISA・JCB・NICOS・Master 

 MUFG・DC・Diners・Discover 

AMERICAN EXPRESS・UFJ 
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10.各種ｻｰﾋﾞｽの体制 

各種ｻｰﾋﾞｽ 設置場所 
営業時間ほか 

平日 土・日・祝 

売店 1 階 7:30～18：00 9：00～14:00 

図書室 1 階 

24 時間開放 

本の貸し出しを希望される方は貸し出しｶｰﾄﾞ

に記入して下さい 

ATM※ 病院駐車場内 

福井信金 8:00～21:00 

福井銀行 8:00～21:00 

- (福邦銀行･郵貯･JA･労働金庫も利用できます) 

自動販売機 1 階売店横、4～7階ﾗｳﾝｼﾞ 

24 時間対応 

夜間の利用は他の患者さまのご迷惑にならな

いようにお願いします 

電子ﾚﾝｼﾞ 4～7 階ﾗｳﾝｼﾞ 

ﾃﾚﾋﾞｶｰﾄﾞ販売機 4～7 階ﾗｳﾝｼﾞ 

ﾃﾚﾋﾞｶｰﾄﾞ精算機 5 階・6 階ﾗｳﾝｼﾞ 

公衆電話 1 階電話室、7階ﾗｳﾝｼﾞ 

TV １階待合ﾎｰﾙ､4～7 階ﾗｳﾝｼﾞ 6:30～20:30(利用時間厳守をお願いします) 

洗濯機 

各病棟 

6:30～20:30(利用時間厳守をお願いします) 

 洗濯機 1 回 200 円、乾燥機 1回 100 円 

 洗剤は各自で準備してください 
乾燥機 

散髪  火曜日 完全予約制 *顔そりは行っていません 

郵便ﾎﾟｽﾄ 正面玄関横 取集時刻 平日・土曜 14:00 休日 10:00 

※詳しくは ATM 内の案内をご覧下さい 

11.注意事項 
次のような迷惑行為を認めた場合は、診療不可能と判断し退院していただきます 

また、状況により警察へ通報させていただく場合もあります。 

⑴大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さまに迷惑を及ぼし、あるいは病院 

職員の業務を妨げた場合 

⑵他の患者さまや病院職員にｾｸﾊﾗや暴力を振るった場合、もしくはそのおそれが強い場合 

⑶解決し難い要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨げた場合 

⑷機器備品･建物設備を故意に破損した場合 

⑸受診に必要のない危険な物品を院内に持ち込んだ場合 

⑹強引な勧誘がみられた場合 

充分ご理解いただき、適切な医療の提供にご協力下さいますようお願い申し上げます 
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交通のご案内 
 

福井駅からの福井総合病院へ 

 

電車にて 

えちぜん鉄道 三国・芦原線 新田塚駅下車 

福井総合ｸﾘﾆｯｸまで徒歩１分  

＊福井総合ｸﾘﾆｯｸから  の専用シャトルバスをご利用ください。 

 

京福バスにて   

＜福井総合ｸﾘﾆｯｸ経由＞ 23 系統 福井総合ｸﾘﾆｯｸ線・26系統 福井総合病院線 

福井駅西口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ ②番のりば 

福井総合病院ﾊﾞｽ停 下車 

〈注意〉23･26 系統「福井総合病院線」は、日祝は運休です 

＜堀の宮経由＞ 10 系統 越前海岸ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ・11 系統 大安寺線 

福井駅西口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ ③番のりば 

福井総合病院ﾊﾞｽ停 下車 

 

ﾀｸｼｰにて 

福井駅前より 25分～30分程度     

〈注意〉 道路事情により多少のずれがあります 

福井総合ｸﾘﾆｯｸから福井総合病院へ 

 

 当院専用ｼｬﾄﾙﾊﾞｽにて  

福井総合ｸﾘﾆｯｸと福井総合病院の間は 

専用ｼｬﾄﾙﾊﾞｽが運行しています 

〈注意〉 木曜日・土曜日は午後運休、 

日祝は運休です      

＊時間帯が限られていますので、ご利用の際は     ｸﾘﾆｯｸ正面乗降所 

前もって受付等にお問い合わせください 
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駐車場のご案内 
 
 

バ 

ス 

停 
売
店 

臨床薬理センター 

福 井 総 合 病 院 

入院の際は、ご家族の車もしくは公共交通機関をご利用ください。ご面会の方は図のピンク色          

の場所をご利用ください 

やむを得ず、入院患者様ご自身がお車でお越しになる場合は、事前に駐車許可証が必要です

(P10 参照)。ただし駐車場内での事故等、一切の責任は負いかねます、ご了承ください 

至 三国･鷹巣方面 

至 福井市内 

調剤

薬局 

ATM 
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館内のご案内  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

案内 

案内･受付･会計 

受付 
会計 

案内･受付･会計 

救急外来診察室 

歯科･口腔外科診察室 

薬局 

画像ｾﾝﾀｰ 

内視鏡ｾﾝﾀｰ 

売店 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

検査ｾﾝﾀｰ 

1F 

1F 
2F 

2F 
臨床薬理ｾﾝﾀｰ 

   ↓ 
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浴室 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 

洗面所 

お手洗い 

車いす 可 

消化器ｾﾝﾀｰ 
四肢関節ｾﾝﾀｰ 
女性ｾﾝﾀｰ 
日帰り手術ｾﾝﾀｰ 
 病室 601-673 

循環器ｾﾝﾀｰ 
呼吸器ｾﾝﾀｰ 
 病室 701-773 

 地域包括ケア病棟 

 

3F 

4-7F 

3F 手術室 

集中治療室 

3F ﾌﾛｱ関係者以外立入禁止 

5F 

4F 

7F 

6F
 

4A 病棟 
4B 病棟 
病室 401-473 

5A 病棟 
5B 病棟 
病室 501-573 

7A 病棟 
7B 病棟 
病室 701-773 

6A 病棟 
6B 病棟 
病室 601-673 
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▲現在地 

♨ すかっとﾗﾝﾄﾞ九頭竜 
ﾞ 

天菅生橋 

福井総合ｸﾘﾆｯｸ 

高屋橋 

福井病院 

福井総合病院 福井医療大学 

＜お問合せ＞ 

福井総合ｸﾘﾆｯｸ 

(TEL)  0776-21-1300 

(時間)  平 日 8:00～16:00 

木・土 8:30～12:00 

福井総合病院 

(TEL)  0776-59-1300 

(時間)  平 日 8:30～16:00 

2025.10 月 改訂 


